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本日の議論の流れ

⚫ 予備電源制度の基本的な制度設計について、本年10月以降、本作業部会で複数回
議論を行って頂いたところ。

⚫ 今回は、今までの議論を振り返るとともに、残る論点である実施主体と費用負担につい
て議論いただき、来年以降の詳細な制度設計項目をお示しする。



これまでの議論の振り返り①

１．予備電源制度の必要性、容量市場との関係（第70回）

– 大規模災害等、容量市場が想定していない事象に備えるため、供給力の外数として別途電
源の手当を行うため、休止を維持した上で必要に応じて再稼働させる電源を「予備電源」とし
て確保する仕組みを導入する。

– 予備電源は、休止状態を維持している期間は供給力としてカウントせず、再稼働の判断がな
された場合に供給力に含める。予備電源のkWは、直ちに供給力を供出するものではないが、
いわば「準供給力」として考える。

２．対象電源（第70回）

– 予備電源は、現在休止中の電源に加え、容量市場のメインオークションに落札されず、廃止
を前提として休止に移行する電源が対象として考えられる。
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【過去の委員等のご意見】

• 休止電源を確保して必要なときに稼働するという視点は大事だが、どのようなリスクを想定して備えるかが
重要な論点。（第70回）

【過去の委員等のご意見】

• 休止期間中の維持・再稼働のコストが高すぎる電源を除き、候補は広くとるべき。（第70回）

• 休廃止予定の電源も含める場合、増加するコストとの兼ね合いは考慮が必要。（第70回）



これまでの議論の振り返り②

３．立ち上げ時の判断、プロセス、リクワイアメント（第70回、第72回）

– 予備電源の指定段階で確実に再稼働させることを約することはせず、予備電源の指定と再稼
働は別プロセスとすることとする。この場合、再稼働プロセスは、容量市場の追加オークションや
kW公募等の枠組みを活用することが考えられる。

– 予備電源には、供給力不足が顕在化した際に実施される、容量市場追加オークションやkW
公募等に応募することをリクワイアメントとして課すこととする。

– 予備電源は、立ち上げ時に大規模補修が必要になる可能性に加え、経年により維持費が高
い傾向にある。供給力として調達する際、上限価格を大きく超える応札額も考えられるが、応
札額の規律をどう考えるか。供給力不足が生じている場面では、高い電源であっても調達され
ることが望ましいとも考えられるが、供給力確保プロセスにおける調達の在り方をどう考えるか。
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【過去の委員等のご意見】

• 高額になり得る立ち上げコストを鑑み、追加オークションやkW公募における応札価格とセットでの議論
が求められる。また実際は再稼働しないリスクも鑑みると、リクワイアメントはむやみに厳しくならないよう

設定すべき。（第70回）

• 供給力不足が生じている場面では、一定程度の高い電源を許容することも考えられる。（第72回）



これまでの議論の振り返り③

４．対象期間（第71回）

– 一般に、維持コストの内容にもよるが、休止している期間が長ければ長いほど、設備の劣化が
生じるため、立ち上げの際のコストが高くなり、立ち上げにかかる期間も不確実になっていくと考
えられる。他方で、対象期間を短くしすぎた場合、毎年の予備電源募集の量やコスト、事業
者における設備維持の人員確保等にあたっての予見性が低くなる懸念がある。
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【過去の委員等のご意見】

• 休止電源の量には波があると考えられるので、複数年の供出を可能とするといった、募集量を安定的
に確保できる仕組みを検討してほしい（第67回）

• 予見性確保の観点では短すぎると問題があり、電源の入替えが年々進むことを踏まえると、あまり長期

で確保する視点も望ましくないと考えられる。バランスを踏まえると、定期点検の周期を参考に4～6年
程度とすることも考えられるか。ただし、最終的には調達コストを踏まえることが重要となるため、総合的

に考える必要がある。（第71回）

• ある年度において、不足事態に備えてどの程度の予備電源を確保すべきかが分からない状況において、
定期点検の期間や容量市場などの関係だけで、4年などと決めることはやや性急であり、合理的では

ないのではないか。本制度は社会的保険の意味合いが強い制度なので、合理的な制度設計や、社

会コストの最小化が行われるかという点も大事と思う。（第71回）



これまでの議論の振り返り④

５．募集燃料種、エリア、調達量、募集タイミング、調達方式（第71回、第72回）

– 燃料種による特性（燃料調達の容易さ、立ち上げの容易さ等）や、廃止火力の実績や傾
向を踏まえ、予備電源として確保すべき電源の燃料種の扱いをどう考えるか。

– 予備電源が一定のエリアに集中することも望ましくないと考えられるが、調達エリアについてどの
ように考えるか。

– 休廃止に至る電源の量は、年によって増減があるものの、毎年一定量の電源が退出している
ことを踏まえ、募集の頻度をどのように考えるか。また容量市場のオークション等とのタイミングを
踏まえ、募集タイミングをどのように設定するか。

– 予備電源としての調達方式には、 「シングルプライス・オークション」、「マルチプライス・オークショ
ン」が考えられるが、調達方式についてどのように考えるか。
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【過去の委員等のご意見】

• 特定地域・エリアに狭め過ぎると、調達量の不足や燃料種の多様化が図れなくなるなど、予備電源が機
能しないリスクが高まると思われる。可能な限り調達エリアを広域化し、そういったリスクを抑制していく必
要がある。（第71回）

• 予備電源の候補となる電源が決して多くはないという中で、燃料種やエリアを考慮するための追加コスト
に見合うだけの費用削減効果があるかといった視点も重要と思う。（第71回）

• 供給信頼度評価におけるリスクを勘案しながら、費用対効果が最も高くなるよう、募集量と起動期間を
決める必要がある。（第71回）

• 再稼働しないリスクを鑑み、コストベースでの入札を前提とした、マルチプライス・オークションが適切ではな
いか。（第72回）



これまでの議論の振り返り⑤

６ー１．対象費用（第71回）

– 休止、休止状態の維持、立ち上げに係るコストのうち、予備電源制度で手当てする費用の対象範囲をど
のように設定すべきか。

– 発電所の立ち上げコストについては、現状のkW公募でも対象費用に含まれていることから、供給力を確
保する際のプロセス（追加オークション、供給力公募）で賄いうる費用と考えられるため、予備電源制度
の対象範囲からは除外してはどうか。

６－２．立ち上げ期間との関係（第72回）

– kW公募のように数ヶ月程度の短期間で立ち上げを求める場合、修繕等に半年以上を要する予備電源
は工事の大半を事前に完了していないと対応できないことになる。また、維持費用を抑えると、立ち上げ時
の修繕等費用や期間の見通しが立たず、不確実性が高い。予備電源の立ち上げに要する期間や、起動
期間の長短と募集量についてどのように考えるか。
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【過去の委員等のご意見】

• 発電所の立ち上げコストはkW公募等に含め、予備電源の対象外とすべき。（第71回）

• 予備電源が再稼働に半年より長い期間を要する場合、kW公募の方に参加できる予備電源がなくな

る状況もありえる。その時に、立ち上げ期間を短いものを集める観点と、コストの低い電源を集めることの

バランスをとることが重要。すべての予備電源にkW公募への参加をリクワイアメントにするのは厳しすぎる
と思うが、一定量はkW 公募への参加が可能な電源になるような工夫が必要。（第70回）

• 休止時点でのプラント状況や休止前のメンテナンス状況で、１年程度の立ち上げ期間となることは十

分に考えられる。（第72回）

• プラントの状況により、立ち上げ期間・立ち上げ費用・維持費用が異なると理解した。（第72回）
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今回ご議論いただきたい論点①

⚫ 前回までの本作業部会において、主に「１．対応策の概要」から「６．対象費用」まで、各論点
の方向性をご議論いただき、様々なご意見を頂いたところ。

⚫ 今回は「７．調達方法・費用負担」を中心に、さらにご議論いただきたい。

論点 概要 具体的な検討事項（案）

１．対応策の概要

追加の供給力公募（kW公募）や追加オークションが
必要となった場合などにおいて、入札・稼働できる電
源がないという事態が生じないよう、休止電源を一
定期間、維持する制度的枠組みが必要になるので
はないか。

✓ 必要性、対象とするリスクの考え方。容量市場にお
けるリスクとの違いについて

✓ 予備電源と供給力の関係

✓ 再稼働の判断はいつ誰が行うのか。募集と再稼働
のプロセスを分けるのか（容量市場やkW公募との
関係）

✓ 休止を維持する期間の設定について

２．対象電源

既に休止中の電源の中には、将来の復旧を想定せ
ず、事実上、廃止と同等の設備状態にある電源もあ
りうることから、休止中の電源だけではなく、休廃止
を予定している電源も募集対象とすることが必要に
なるのではないか。

✓ 募集のタイミングは、容量市場や廃止届出の後とす
るか、年間募集回数は複数回とするか

✓ 対象電源種（LNG、石炭、石油等）の設定、電源毎
に枠を設定するか

✓ kW公募により再稼働した電源を対象とするか

３．リクワイアメント

休止中の電源は、休止から一定期間を経過したもの
は短期間に再稼働させることが困難。また、タービン
やボイラーを始めとした設備の交換にも一定の期間
が必要。こうした休止電源の事情を踏まえ、維持管
理の水準や電源の再稼働等に対して、どのようなリ
クワイアメントを設定すべきか。

✓ 一定期間後に再稼働が可能となるよう、どのような
維持管理を求めるのか。

✓ 再稼働の柔軟性（容量市場や供給力公募（kW公
募）への応札）とリクワイアメントの強度のバランス
について
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論点 概要 具体的な検討事項（案）

４．対象期間

休止電源を１年程度の短期間に再稼働できる状態
に維持しておくためには、設備の休止措置に加え、
人材のつなぎ止めや資材・燃料サプライチェーンの
維持等、一般的には数年単位で対応が必要なもの
もあると考えられる。一方で、休止中又は休止を予
定している経年化した電源は、長期間の活用には限
界があるが、対象期間の設定についてどのように考
えるか。

✓ 費用支払いの対象となる期間をいつから開始する
か（募集・指定直後とするか、年度単位とするか）

✓ 対象期間を単年度とするか、複数年度とするか

５．募集量

想定外の需要増や供給力減少への対応という保険
的な位置づけや社会コストの最小化といった視点を
踏まえ、募集量についてどのように考えるか。

✓ 募集量の設定について
✓ 全国一律で募集するか、エリアを分割するか

６．対象費用

電源の休止には、窒素封入や湿潤防止・腐食防止
措置といった休止措置に加え、消火・防災関係のメ
ンテナンスや巡視などの維持管理が必要となるが、
休止に係る費用をどこまで対象とするか。また、実際
に休止電源を再稼働する場合には、再稼働に要す
る費用は通常の電源より高額になると考えられるた
め、再稼働電源の選定スキームや費用の妥当性の
検証の在り方についても検討が必要ではないか。

✓ 費用が必要最小限となるよう、どのような維持管理
措置を対象とするか

✓ 対象電源の選定に当たっては、維持管理費用のみ
ならず再稼働費用も含めた評価とするか

✓ 調達方法について（シングルプライスオークション、
マルチプライスオークション）

７．調達方法・費用
負担

電源の調達方法としては、現在、一般送配電事業者
による公募、広域機関が実施する容量市場や電源
入札が存在するが、休止電源の調達について、どの
ような方法が考えられるか。あわせて、費用負担は
どのようにあるべきか。

✓ 募集のタイミングは、容量市場や廃止届出の後とす
るか、年間募集回数は複数回とするか

✓ 供給力管理や円滑な再稼働の観点から、どの主体
が募集を行うことが適切か

✓ 将来の供給力不足に備えるという制度趣旨を踏ま
えた費用負担の在り方について

✓ 再稼働した場合の電源へのアクセス権について

今回ご議論いただきたい論点②
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論点１ 実施主体の在り方

⚫ 予備電源の調達に必要なオークション・公募を行う実施主体について、制度趣旨や対
象電源の特徴を踏まえどのように考えるか。

⚫ 例えば、供給力（kW）を確保するための既存のプロセスとして、主に容量市場やkW
公募が存在する。容量市場では、小売電気事業者等が責任・役割を果たし、国全体
で必要な供給力を確保するため、広域機関がオークションを実施する。

⚫ また、kW公募は、供給力が不足するエリアにおいて追加的な供給力を確保するため、
当該エリアにおける一般送配電事業者が調達主体となっている。なお、kW公募は、小
売事業者が確保すべき供給力を、調整力公募の形式を活用し、暫定かつ便宜的に一
般送配電事業者が調達しているものである。

⚫ 予備電源は、こうした供出が直ちに求められる供給力とは性格が異なる。また、その調達
量は供給力の足下の状況や今後の見通しも踏まえ設定する必要があり、立ち上げプロ
セスの実施主体との連携や、中立性といった面も実施主体には求められるのではないか。

⚫ 以上を踏まえ、予備電源制度の実施主体の在り方をどのように考えるか。
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【参考】供給力確保の仕組み
第54回 電力・ガス事業分科会
電力基本政策小委員会

（2022年10月17日）資料3
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【参考】容量市場について
第55回 電力・ガス事業分科会
電力基本政策小委員会

（2022年10月17日）資料4-1
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【参考】容量市場の実施実績

第42回 制度検討作業部会
（2020年9月17日）資料3-3より抜粋

第60回 制度検討作業部会
（2021年12月22日）資料4-2より抜粋



13

【参考】kW公募の基本的な考え方
第36回 電力・ガス事業分科会
電力基本政策小委員会

（2021年6月15日）資料5
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【参考】kW公募について
第54回 電力・ガス事業分科会
電力基本政策小委員会

（2022年10月17日）資料3
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【参考】kW公募の実施実績
第54回 電力・ガス事業分科会
電力基本政策小委員会

（2022年10月17日）資料3
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【参考】調達量と燃料種、エリアの関係について

第71回 制度検討作業部会
（2022年10月31日）資料4
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【参考】調達量について

第71回 制度検討作業部会
（2022年10月31日）資料4
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論点２ 費用負担の在り方について

⚫ 休止中の予備電源に手当する費用については、予備電源としての調達プロセスを通じ、
最終的に落札事業者に支払われる。この費用負担の在り方についてどう考えるか。

⚫ 例えば、供給力確保義務は小売事業者に課せられているものであり、容量市場におい
ては、国全体で確保した供給力に対し、一般送配電事業者が確保すべき調整力分を
除き、小売電気事業者が容量拠出金を支払うこととされている。

⚫ また、kW公募は、本来小売事業者が調達すべき供給力について、送配電事業者が調
整力公募という形で便宜的に調達すると整理され、調整力公募同様に託送料金による
費用回収が行われることとされた。

⚫ 一方で、予備電源は、調達時点で直ちに供出される供給力ではないが、大規模災害
等のような想定外のリスクへ備えた「準供給力」と位置づけられるものであり、リスクが顕在
化した際には、供給力確保プロセスを通じて供給力を供出することが役割である。

⚫ こうした予備電源の位置づけや事業者の役割を踏まえ、予備電源の費用負担の在り方
についてどう考えるか。
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【参考】容量市場における費用負担の考え方（供給力と調整力）

第12回 制度検討作業部会
（2017年10月6日）資料3
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【参考】容量市場における費用負担の考え方（希頻度リスクによる追加確保分）

第12回 制度検討作業部会
（2018年12月17日）資料4
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【参考】容量拠出金の一般送配電事業者負担分の考え方

第48回 制度検討作業部会
（2021年3月26日）資料3
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今後の検討内容の整理

⚫ 前回までご議論頂いた論点とご意見を踏まえ、具体的な論点としては以下のように考えられる。

⚫ これらの論点について、年度末に向けさらに議論を深めることとしてはどうか。

論点 検討内容（例）

① 対象電源 • 予備電源の候補（休止中及び休廃止が見込まれる電源）の状況
• 燃料種の違いを踏まえた対応

② 立ち上げ期間 • 想定リスクを踏まえた立ち上げ期間の設定

③ 募集エリア • 供給信頼度、市場分断、エリアの分散等を踏まえた募集エリアの設定

④ 制度適用期間 • 定期検査、設備老朽化等を踏まえた制度適用期間の設定

⑤ 募集タイミング • 容量市場の実施時期を踏まえた効果的な電源確保タイミング

⑥ 募集量 • 想定リスクや今後の休廃止状況も踏まえた募集量の設定

⑦ 調達方式 • 社会コストの低減の観点を踏まえた落札電源の決定方法

⑧ リクワイアメント、ペナルティ • 本制度及び容量市場等のリクワイアメントとペナルティ
• 稼働が決定した場合の本制度における取扱い

⑨ 予備電源としての対象費用 • 対象費用の範囲、事業報酬の在り方、入札上限価格の在り方

⑩ 入札時の規律の在り方 • 入札価格、数量の在り方

⑪ 立ち上げプロセス、応札価格
の在り方

• 想定されるリスクと立ち上げプロセス及びそのリクワイアメントの在り方
• 予備電源が応札する場合の応札価格の在り方

⑫ 費用負担 • 費用負担の仕組み

⑬ 実施主体 • 立ち上げプロセスとの連携、国との連携等を踏まえた実施主体の在り方


